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基本目標１ 権利擁護と理解の促進 

 

 

主要課題（１）権利の擁護 

 

 

現状と課題 

 

自分に関わる施策に対し意見を表明し、施策に反映させる機会があるこ

とは、地域で自立した生活を営む点からも、施策を実施していく上でも不

可欠な要素です。 

このため、障害のある人の声をさまざまな形で把握し、その意見を関係

施策に反映していくための方策を検討することが必要です。 

 

障害のある人やその家族が運営している各種団体の活動は、自立と社会

参加を進める上でさまざまな役割を担っています。今後も、これらの団体

の活動が活発に行われるよう、各種団体の育成と団体相互の交流活動を支

援します。 

 

十分な自己決定や意思表示が困難な人に対しては、人権や財産を守り、

権利の行使を支援するしくみが必要です。権利擁護事業や成年後見制度を

広く周知し、利用を支援するとともに、より身近な地域の中で、虐待防止

を含めた権利擁護体制を充実させることが課題です。 

 

番号 施 策 施策説明 

１ 権利擁護の推進 

意思表示の困難な障害のある人などが安心して暮らせるよう、社会

福祉協議会が行う福祉サービス利用援助事業を促進するとともに、

権利擁護機関と連携を図りながら、権利擁護の推進に努めます。 

２ 
成年後見制度利用

支援事業の充実 

判断能力の充分でない認知症の高齢者や障害のある人が地域で安

心して暮らしていけるよう、成年後見制度利用支援事業の充実を図

ります。 

３ 
障害者団体、家族会

等への支援 

障害者団体、家族会等が行う自主的な活動を支援し、障害のある人

の自立を促進します。 

４ 選挙における配慮 
投票所におけるバリアフリー化など、障害のある人が投票しやすい

環境づくりを進めます。 

５ 
虐待の防止及び早

期発見の推進 

関係機関との連携のもと、児童や高齢者、障害のある人等に対する

虐待の防止及び早期発見と対応に努めます。 

 

基本目標１ 権利擁護と理解の促進 
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番号 施 策 施策説明 

６ 障害当事者の参加 
市が計画するさまざまな障害のある人に関する施策について、その

意思形成過程へ参加する機会が増えるよう努めます。 

７ 
苦情解決体制の充

実 

福祉サービスに関する苦情の適切な解決のため、福祉事業者が福祉

サービスに関する苦情処理の第三者委員会を設置するよう促し、苦

情解決体制の充実を図ります。 

８ 広聴活動の充実 障害のある人のニーズを把握し、施策への反映を図ります。 
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主要課題（２）相互理解と交流の促進 

 

 

現状と課題 

 

誰もが自分らしく生きることができる「自立と共生のまち」をめざすに

は、市民一人ひとりが障害や障害のある人のことを理解し、行動していく

ことが不可欠です。 

アンケート調査結果では、身体障害者の31％、知的障害者の66％、精

神障害者の60％、難病患者の33％の人が、「障害者への差別・偏見があ

る」と感じており、今後、更に広報・啓発活動を積極的に進めていく必要

があります。 

また、お互いの理解を深めるためには、学校や職場、地域における日常

的な活動の中で、早い段階から交流の機会を持つことが特に重要です。 

現在、市では、毎年12月の障害者週間に「障害者週間のつどい」を開催

するとともに、「ふれあい福祉まつり」等の支援や、川越市総合福祉セン

ター（オアシス）を利用した交流事業を実施しています。 

障害のあるなしにかかわらず、一緒に活動し、一緒に時間を過ごすことが

当たり前となるよう、引き続き、学校や職場、地域など日常的な生活の場で

共に過ごす機会を増やしていくことが課題です。 

また、施設を限られた人が利用する場としてではなく、広く社会に開かれ

た、地域の貴重な資源の一つとなるよう、地域に浸透させていくことが課題

です。 

番号 施 策 施策説明 

９ 
広報・啓発活動の推

進 

市民一人ひとりへノーマライゼーションの理念の普及を図るため、

広報等により、障害に関する正しい知識の普及に努め、理解の促進

を図ります。 

10 
総 合 的 な 福 祉 教 育

の推進 

教育機関等と協力し、子どもたちがさまざまな人と継続的に関わり

合う中で、「福祉の心」を育むことを目的とした子ども向け福祉啓

発活動を充実させるとともに、地域住民を対象に、福祉に対する理

解と関心を高めるための講演会や講座等を開催します。 

11 
交流及 び共同学習

の推進 

障害のある子どもと障害のない子どもが一緒に参加する活動にお

いて、豊かな人間性を育むとともに各教科のねらいの達成を目的と

する交流及び共同学習を推進します。 

12 
学校に お け る 福 祉

教育の充実 

児童生徒を対象に福祉に対する理解と関心を高めるため、福祉教育

を充実させます。 

13 
特別 支 援 教 育 の 理

解・啓発の推進 

特別支援教育推進委員会が作成した啓発資料を小・中学校の児童生

徒に配布して有効活用することにより、特別支援教育の理解・啓発

を推進します。 
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番号 施 策 施策説明 

14 
障 害 者週間記念 事

業の充実 

障害者週間（12 月 3 日～12 月 9 日）について、広報等により周

知を図るほか、「障害者週間のつどい」を開催し、障害者週間記念

事業の充実に努めます。 

15 

障 害 者交流事 業 等

（参加型啓発事業）

の充実 

子どもから高齢者、障害のある人ない人、みんなが参加し、各種の

催し物や体験等を通してお互いの理解を深めることを目的にふれ

あい福祉まつりを推進します。また、高齢者や障害のある人たちの

創作品の展示や販売を行う福祉の市を充実します。 

16 
地 域 施 設交流事 業

の促進 

施設を地域住民とのふれあいの場の拠点として、活用できるよう支

援します。 

17 
市職員 に 対 す る研

修の実施 

職員研修等において、障害者福祉に関する内容を取り上げ、職員が

障害者福祉について理解を深めるよう努めます。 
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基本目標２ 保健・医療サービスの充実 

 

 

主要課題（１）保健サービスの充実 

 

 

現状と課題 

 

障害を予防し、早期発見、早期治療及び療育によって障害を軽減し、障

害のある人のもてる可能性をできる限り伸ばすことが大切です。 

そのためには、身近な地域で適切な保健サービスを継続的に受けられる

ことが必要です。 

現在、市では、健康の保持、増進のための情報提供、各種保健事業の充

実に努めています。 

また、壮年期以降の疾病等による障害の発生も多く、生活習慣病などの

疾病対策も重要な課題となっています。 

今後は、障害のある人の高齢化や、障害の重度化も予想される中で、す

べての人が心身ともに健やかな人生が送れるよう、健康づくりの推進を図

るとともに、保健サービスを一層充実させていくことが課題です。 

 

番号 施 策 施策説明 

18 健康づくりの推進 

市民一人ひとりの生涯にわたる健康的な生活の実現を図るため、川

越みんなの健康プランに基づき、市民と行政が一体となった健康づ

くりの推進に努めます。 

19 

妊娠の届け出及 び

母子健康手帳の交

付 

「母子保健法」に基づき妊娠の届け出をした者に、母子健康手帳を

交付し、その活用を進め、母子の健康増進を図ります。 

20 
生活習慣病予防 知

識の普及・啓発 

生活習慣病の予防、健康の保持増進を図るため、健康教育、健康相

談の充実に努めます。また、ポスター及びチラシの配布、広報掲載

等の方法で市民の健康増進及び予防に努めます。 

21 乳幼児相談の充実 
育児不安の解消及び母親同士の情報交換の場の提供により、乳幼児

の健全な育成を図ります。 

22 
成 人健康相 談 の 充

実 

健康に関する相談に応じ不安の解消、日常生活の見直しを支援しま

す。 

23 電話相談の充実 健康に関する相談に電話で応じ不安の解消を図ります。 

24 難病対策の充実 
講演会の開催や患者会の支援等を通し、難病患者及び家族の生活の

質の向上を図ります。 

 

基本目標２ 保健・医療サービスの充実 
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番号 施 策 施策説明 

25 
未熟児・発育発達相

談の充実 

心身の発育・発達の遅れなどに心配がある児の診察・相談等を実施

し、健やかな育成と育児についての支援を行います。 

26 
こ ど も の 心 の 相 談

の充実 

心の健康に心配がある児の診察・相談等を実施し、健やかな育成と

育児についての支援を行います。 

27 
産婦・新生児訪問指

導の充実 

産婦・新生児に対して、訪問指導を行い、新生児の健全な育成を図

ります。 

28 
未熟児訪問指導の

充実 
未熟児に対して訪問指導を行い、未熟児の健全な育成を図ります。 

29 訪問指導の推進 
保健指導が必要な者及び家族に対して、保健師等が訪問して必要な

指導を行います。 

30 
長期療養児 支 援 の

充実 

ダウン症のある子どもや低体重児、多胎児等の保護者が情報交換を

通じ、互いに助け合えるよう支援します。 

31 
妊婦健康診査の 充

実 

妊婦一般健康診査等を実施し、妊娠中の異常の早期発見、妊婦の健

康の保持増進に努めます。 

32 
乳幼児健康診査の

充実 

４か月児、１歳６か月児、３歳児に対して健康診査を行い、乳幼児

の健全な育成を図ります。 

33 
先天代謝異常等検

査の推奨 

県が行う先天代謝異常等検査に協力し、疾病の早期発見、早期治療

に努めます。 

34 
身体 障 害 者健康診

査事業の充実 

日常生活において、常時車いすを使用している在宅の障害のある人

に対して、健康診査を実施し、床ずれ、変形、膀胱機能障害等の二

次障害の予防を図ります。 

35 予防接種の推進 
「予防接種法」等に基づき、予防接種の推進を図り、疾病の予防に

努めます。 

36 
精神保健相 談 の 充

実 
精神保健に関する相談を受け、問題解決に向けた支援を行います。 

37 
精神保健福 祉 家 族

教室の充実 

精神障害のある人の家族に必要な知識や情報を提供し、適正医療や

再発予防を図ります。また、同じ悩みを抱える参加家族の交流を図

ります。 
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主要課題（2）医療サービスの充実 

 

 

現状と課題 

 

障害のある人が地域の中で、安心して生活を送るためには、適切な医療

サービスを受けることが必要です。 

現在、市では、重度心身障害者（児）医療費支給制度の推進など、医療

費の助成制度の充実を図るとともに、障害のある人のための診療体制の整

備促進をめざしています。 

アンケート調査結果からは、「専門的な治療を行っている医療機関が身

近にない」ことや、「障害のため症状が正確に伝わらず、必要な治療が受

けられない」ことへの課題もみられます。また、精神障害者では「医療費

の負担が大きい」という意見も多くなっています。 

今後も、保健・医療・福祉の連携により、障害のある人が受診しやすい

環境を整備していくことが課題です。 

 

番号 施 策 施策説明 

38 
こ ど も医療費支給

制度の推進 

子どもの保健の向上と福祉の増進を図るとともに保護者の経済的

負担を軽減するため、医療の給付に係る一部負担金について助成を

行っていきます。 

39 

重 度 心 身 障 害 者

（児）医療費支給制

度の推進 

重度心身障害者の福祉の増進とその家族の経済的負担を軽減する

ため、医療の給付に係る一部負担金について助成を行っていきま

す。 

40 

ひ と り親家庭等医

療費支給制 度 の 推

進 

ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し経済的負担を軽減す

るため、医療の給付に係る一部負担金について助成を行っていきま

す。 

41 
自 立 支 援医療制 度

の推進（更生・育成） 

心身の障害を除去、軽減するための医療について、医療費の自己負

担額の一部を給付する自立支援医療制度を推進します。 

42 
小児慢性特定疾患

医療給付の推進 

小児の慢性疾患のうち、国が指定した特定疾患について病気の治療

研究を推進し、家族の経済的負担を軽減するため必要な医療の給付

を行っていきます。 

43 
自 立 支 援医療制 度

の周知（精神通院） 

精神通院に係る医療費の自己負担額の一部を給付する自立支援医

療制度について情報提供に努めます。 

44 
障 害 者歯科診療体

制の整備促進 

（仮称）市立歯科診療所において障害者歯科診療を行っていきま

す。また、障害者歯科相談医との連携を図り、地域で歯科治療が受

けられるような環境づくりに努めます。 
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番号 施 策 施策説明 

45 
障 害 者診療体 制 の

整備促進 

障害のある人に身近な診療体制が提供されるよう、関係機関と協議

しながら保健・医療・福祉のネットワークづくりに努めます。また、

効果的な医療機関情報の提供方法について検討します。 

46 
障害者（児）の歯科

保健事業の推進 

社会福祉施設等における歯科健診及び歯科保健指導の推進を図り

ます。 
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基本目標３ 生涯にわたる学習機会の充実 

 

 

主要課題（１）早期療育の充実 

 

 

現状と課題 

 

早期療育は、障害のある子どもの乳幼児期における成長を支援し、障害

の軽減を図り、将来の生活において自立し、可能な限り能力を発揮できる

ようにしていくものです。 

そのため、できる限り早い時期から子どもの障害に応じた療育を実施す

ることが重要となります。特に、乳幼児期の障害については、発達の遅れ

か否かの判断など、医療機関をはじめとする関係機関との連携により、個

人の特性に応じたきめ細やかな支援を継続的に行っていくことが必要です。 

現在、市では、親子教室の開催や、就学相談などを実施しています。 

今後は、保健・医療・福祉の密接な連携のもとに、障害の早期発見、相

談、指導、通園・通所、更に教育へといった流れがスムーズに行われるよ

う、地域における療育支援システムの充実が課題です。 

 

番号 施 策 施策説明 

47 
保育所、幼稚園等へ

の訪問支援の充実 

障害児の通う保育所、幼稚園などに専門支援スタッフが訪問し、必

要な支援を行います。 

48 統合保育の充実 

障害のある子どものうち、発達のため集団保育が必要とされる子ど

もを保育園に受け入れるために、統合保育の充実に努めます。また、

専門家による巡回指導等を実施して助言をいただき、子どもの健や

かな発達を促進します。 

49 保育士研修の充実 

保育士の資質の向上を図るために、市内の保育園の職員を対象に、

統合保育に関連した研修会等を実施します。また、保育園において

は、学習会等を行ってよりよい保育をめざします。 

50 
あけぼの児童園、ひ

かり児童園の充実 

障害児の育成、相談、指導等施設の体制整備を図ります。また、新

しい施設の整備を推進します。 

51 
相談・支援体制の充

実 

障害のある子どもの保護者に対する面接、電話、家庭訪問等による

相談の充実を図ります。また、他機関との連携を図りながら、乳幼

児健診後の相談・支援の充実に努めます。 

52 親子教室の充実 

１歳６か月児健診及び３歳児健診後の相談において、発達の遅れの

疑いのある児童と保護者に対して、将来の集団参加に備えての準備

及び保護者支援を目的とする親子教室の充実を図ります。 

基本目標３ 生涯にわたる学習機会の充実 
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番号 施 策 施策説明 

53 就学相談の充実 

幼児や児童、生徒の障害の早期発見に努め、就学支援委員会の適

正な判断のもとに、就学相談を一層充実します。各関係機関と情報

交換をより一層密にし、就学相談の充実を図ります。また、統合保

育対象児の保護者と保育園の連絡を密にし、集団保育を行う中で就

学相談を行っていきます。 
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主要課題（２）学校教育の充実 

 

 

現状と課題 

 

すべての子どもは、その特性に応じて、適切で、きめ細かな教育を受け

る権利を持っています。 

また、特別な支援を必要とする子どもに対しては、教育課程編成と教育

内容や方法の改善を図るとともに、担当教員の専門性や指導力の向上等の

研修の充実と望ましい教育環境の整備、保護者に対する相談の充実が必要

です。また、障害者権利条約の批准に向けた取り組みの中で、教育分野に

おいては誰をも排除しないインクルーシブな教育が求められています。 

現在、市では、学習障害（ＬＤ）・注意欠陥／多動性障害（ＡＤＨＤ）・

高機能自閉症等の発達障害のある子どもへの対応も含め、一人ひとりの教

育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行う特別支援教育を推進しており

ますが、支援内容の研究、検討を更に進めていく必要があります。 

今後は、誰もが共に学びあう環境をつくることを基本に、障害のある子

どもたちの発達を最大限にするための教育システムについて研究、検討し、

すべての子どもたちの豊かな人格形成のための学校教育を充実していくこ

とが課題です。 

 

近年では、放課後や夏休みなどの児童生徒の居場所づくりも課題となっ

ています。また、地域全体で子育て家庭を支えていくという認識が高まっ

ていますが、障害のある児童・生徒においてはより一層の理解と支援を必

要としていることが少なくありません。学校教育にとどまらず、広く子ど

もの教育において、地域全体の関心と理解を高めていく必要があります。 

 

番号 施 策 施策説明 

54 
特別 支 援学級の指

導の充実 

知的障害及び自閉症・情緒障害特別支援学級に在籍する児童生徒の

障害の程度や特性を考慮し、各学校の特色を生かした教育課程を編

成するとともに、教育内容や方法を更に工夫・改善して、児童生徒

一人ひとりに応じた教育の推進に努めます。 

55 
設備の 充 実 と 教 育

機器の導入 

知的障害特別支援学級、自閉症・情緒障害特別支援学級、弱視特別

支援学級、通級指導教室には、障害の種類や程度に応じた教育機器、

訓練機器等の導入を行い、教育効果を高めます。 

56 
教 育 相 談 体 制 の 充

実 

教育センター分室において、面接相談、電話相談及び適応指導の機

能の充実を図るとともに、総合的な相談体制の充実に努めます。 
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番号 施 策 施策説明 

57 
在学中 の就学相 談

の充実 

教育上特別な措置を必要とする障害のある子どもに対し、「校内就

学支援委員会」と「川越市就学支援委員会」が連携し、系統的に適

正な就学相談の充実に努めます。 

58 
特別 支 援 教 育研修

の充実 

小・中学校の教職員に対する特別支援教育の理解と認識を一層深め

るため、研修の充実に努めます。 

59 
通級に よ る指導の

充実 

通常の学級に在籍する難聴・言語障害等や発達障害・情緒障害の児

童生徒を対象に、通級による指導を通し、個別の指導を行うことに

努めます。 

60 

LD・ADHD・高機

能 自閉症 等 の 教 育

の充実 

通常の学級に在籍するＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等の個別的な

支援を必要とする児童生徒に対して、自立支援サポーターを配置

し、きめ細かな支援を行います。 

61 
特別 支 援学校の 整

備 

特別支援学校における学習環境の改善と教育活動の充実を図るた

め、施設の計画的な整備を検討します。 

62 
放課後 児 童健全育

成事業の充実 

学童保育室において、入室条件を満たした入室を希望する障害のあ

る児童を受け入れ、必要に応じて指導員の増員を行い、保育の充実

に努めます。 

63 
障 害 児放課後 対 策

事業の充実 

心身障害児の健全育成及び保護者の療育負担の軽減を図るため障

害児放課後学童の充実に努めます。 
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主要課題（３）社会教育の充実 

 

 

現状と課題 

 

障害のある人が学校卒業後も生涯を通して、本人が関心を持っているさ

まざまな事柄について、学習できるような社会環境が求められています。 

現在、市では、公民館などの社会教育施設で講座や学級などを実施する

ほか、図書館サービスや指導者の育成を実施しています。 

アンケート調査結果をみると、余暇活動で「趣味・教養・学習活動等を

行う」という人は２割から３割あるものの、市が行う講座等への参加状況

や満足度は決して高くありません。 

今後は、講座内容の充実や、開催条件などを工夫し、障害のある人が参

加しやすい学習環境を整備していくことが課題です。 

 

番号 施 策 施策説明 

64 
川越市 総 合 福 祉セ

ンターの充実 

障害者福祉センター事業として、青年学級や創作レクリエーション

活動、スポーツの場の提供により、障害のある人の自立支援や生き

がいづくり、健康の維持増進等を推進します。 

65 
障 害 者 教 育 講 座 の

充実 

社会教育に携わる市職員を対象に、障害のある人に対応できる事業

を実施するにあたり、障害のある人を理解するための研修会を開催

し、事業の充実に努めます。 

66 
社 会 教 育 に 関 す る

講座・学級の充実 

障害者青年学級など社会教育講座・学級を充実し、在宅障害者の社

会参加を促進します。また、障害のある人への理解を深めるため、

市民の講座・学級への参加を通じて交流の促進を図ります。加えて、

地域におけるノーマライゼーションを更に推進するため、ボランテ

ィアの養成を図ります。 

67 
図書館サ ー ビ ス の

充実 

視覚障害者等の読書の機会確保のため、音訳サービスの拡大を図る

とともに、音訳者による対面朗読サービスの充実、点字図書及び大

型活字本の収集・整備に積極的に努めます。 

68 音訳者の養成 
必要に応じて音訳者の養成講座を開催し、音訳者を養成して、視覚

障害者等のコミュニケーション手段の確保と充実を図ります。 
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基本目標４ 雇用･就労の促進 

 

 

主要課題（１）雇用・就労機会の拡大 

 

 

現状と課題 

 

社会的に自立し、生きがいを持って人生を送るためには、仕事に就くこ

とが大きな意味を持ちます。 

しかし、障害のある人の就労については、雇用の場が限られていること、

障害理解に基づく適切な支援体制が十分ではないことなどにより、働きた

いという意向と能力があっても就労に結びついていないのが現状です。 

企業の経営者や従業員をはじめ、障害者雇用についての啓発活動等を充

実し、民間企業等への就労機会や障害の特性に応じた多様な就労の場の確

保など、雇用機会の拡大を図ることが必要です。また、福祉施設の整備と

仕事内容の充実、公的機関における雇用と発注の拡大なども検討し、市内

における職場の確保を積極的に進めていく必要があります。 

 

番号 施 策 施策説明 

69 
公共職業 安定所 等

との連携の推進 

障害のある人の職場の拡大や雇用の継続を図るため、公共職業安定

所等との連携を推進します。 

70 
障 害 者就職面接会

の開催 

公共職業安定所や関係機関との連携による障害者就職面接会を開

催し、障害者の就労機会の拡大を図ります。 

71 
雇用 啓 発 活 動 の 強

化 

川越公共職業安定所雇用対策推進協議会及び川越地域雇用対策協

議会において、障害のある人の雇用を啓発するように働きかけま

す。また、９月に公共職業安定所が実施する「障害者雇用促進月間」

に啓発資料の配布などに協力し、障害のある人の雇用啓発運動の強

化に努めます。 

72 雇用の場の創出 

埼玉県雇用サポートセンターとの連携のもと、企業を個別に訪問

し、障害者雇用についての専門的な提案や助言を行い、雇用の場の

創出を推進します。 

73 
多様な就労の 場 の

確保 

一般就労が困難な障害のある人の働く場を確保するため、就労継続

支援事業所など多様な就労の場の確保を促進します。 

74 
市職員 へ の 障 害 の

ある人の雇用推進 

職域を拡大し、今後も障害のある人の市職員としての雇用を推進し

ます。 

75 
展示・販売コーナー

設置の促進 

障害者施設等で障害のある人が製作した製品を販売する展示・販売

コーナーの設置を促進します。 

基本目標４ 雇用･就労の促進 
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番号 施 策 施策説明 

76 

障 害 者 施 設 へ の 委

託種目 の拡大及 び

授産製品の販路拡

大 

障害のある人が授産活動を安心して続けることができるように、公

共団体からの委託種目の拡大を図ります。また、授産製品の販路拡

大の支援に努めます。 
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主要課題（２）就労と職場定着の支援 

 

 

現状と課題 

 

障害のある人が働く場合、就労先の開拓やあっせんだけでなく、一般的

な職業研修、職業訓練、職場実習、就職後の職場定着支援、更には生活全

般への支援といったものが密接に関連していることが必要です。また、職

場不適応が生じるのは、就職後、数年を経過してからというケースもあり、

継続した支援を提供できる体制が必要です。 

そのためには、障害者就労支援センターを中心とし、関係機関との情報

の共有を含めた連携を取りつつ、職業相談、就職情報提供、就職準備支援、

就職後フォローアップなど就労支援を強化していく必要があります。今後、

より多くの人に就労支援を行っていくためには、国・県の類似事業と支援

内容を整理しつつ、関連機関を活用するためのコーディネーターとしての

機能を充実していくことが課題となります。 

更に、公的機関、民間企業、福祉施設が持つそれぞれの役割を見直し、

就労に関する継続的な支援を総合的な観点から整備することが課題です。 

 

番号 施 策 施策説明 

77 
障 害 者就労支 援セ

ンターの充実 

障害のある人とその家族からの相談に応じ、就労支援職場定着支

援、生活支援を行い、障害のある人の雇用を促進します。また、障

害者就労支援センター内において、障害のある人の雇用を推進しま

す。 

78 
障害者就業・生活支

援センターの活用 

障害のある人の雇用、保健福祉、教育等の関係機関の拠点として、

就業面及び生活面における一体的な支援を行う障害者就業・生活支

援センターの活用を促進します。 

79 職場定着の促進 

就労継続者との電話連絡や就労先訪問等により就労後の支援をし

ます。また、埼玉職業センターとの連携を図り、ジョブコーチ等の

活用により障害のある人の職場定着を促進します。 

80 
障 害 者就労支 援 講

演会の開催 

企業の人事担当者や経営者など障害者の就労の現場に携わる方を

講師に招き、障害者雇用の現状などの情報を提供するための講演会

を開催します。 

81 
関 連 団 体 と の 連絡

調整会議の開催 

市内関連団体と就労支援に関する情報の共有を図るため、連絡調整

会議を開催します。 
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《雇用・就労ネットワークのイメージ》 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川越市障害者就労支援川越市障害者就労支援川越市障害者就労支援川越市障害者就労支援センターセンターセンターセンター    
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○日常生活・地
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る助言 
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基本目標５ 社会参加の拡充 

 

 

主要課題（１）文化・スポーツの振興 

 

 

現状と課題 

 

各種スポーツ・レクリエーション、文化・芸術活動を行うことは、生活

の質を向上させる上で重要です。また、こうした社会活動は、障害のある

人とない人との相互理解、更には連帯感を強めていくことにもつながりま

す。 

現在、市では、スポーツ大会や各種の講座を開催するなど、障害のある

人の文化・スポーツ活動を積極的に支援していますが、開催場所が限られ

ていたり、参加者が固定していたり、障害のある人もない人も一緒に参加

したり、障害のある仲間とともに楽しむ機会は十分とは言えません。特に、

スポーツ・レクリエーション活動に際しては、一人ひとりの健康状態や体

力、障害の程度に合ったプログラムや専門的な指導者の確保も必要となっ

ています。 

今後、障害のあるなしにかかわらず、年齢や体力などに応じてさまざま

な活動に参加できるよう、文化・スポーツの振興などを図っていくことが

課題です。 

 

番号 施 策 施策説明 

82 
川越市 障 害 者 スポ

ーツ大会の開催 

スポーツ大会を通じて、体力、気力の維持・増進並びに残存機能の

向上を図り、障害のある人に対する理解を深められるよう努めま

す。 

83 
埼玉県障 害 者 スポ

ーツ大会への参加 

市内の障害のある人に積極的に参加を呼びかけ、スポーツを通じて

交流を図り、社会参加を促進します。 

84 
文化 活 動 の 成果発

表の場の拡大 

障害者団体や施設利用者などの文化活動の成果発表の場の拡大を

図るとともに、開催を支援します。 

85 
スポーツ交流の 促

進 

市で開催する各種スポーツ事業に障害のある人が参加できるよう

な環境整備を図り、障害のない人とのスポーツ交流を促進します。 

基本目標５ 社会参加の拡充 
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主要課題（２）情報提供の充実 

 

 

現状と課題 

 

現代社会において、情報へのアクセスは基本的な権利の一つであり、障

害のある人の社会参加を促進するためにも、必要な情報を適切な方法で伝

えることが重要です。 

そのため、障害によって情報の収集や利用などに大きな支障のある人に

対しては、情報収集手段の確保と情報利用の円滑化を図り充実させていく

必要があります。また、必要な情報が障害のある人に的確に伝わるよう、

情報提供や表示の方法等についても、工夫・配慮が必要になります。 

アンケート調査結果をみると、行政からの情報入手には、「出張所・連

絡所等の活用」、「ホームページ等のインターネットの活用」が多くなっ

ています。 

今後、障害の状況に配慮したさまざまな情報提供方法を検討し、充実し

ていくことが課題です。 

 

番号 施 策 施策説明 

86 広報活動の充実 
「広報川越」及び「声の広報川越」「点字広報川越」等を通じて、

障害のある人へ配慮した広報活動に努めます。 

87 

視覚障 害 者 へ の 行

政情 報 サ ー ビ ス の

充実 

行政情報の円滑な提供を図るため、サービス提供の充実を図りま

す。 

88 電子媒体の活用 

インターネットを活用し、障害のある人への情報提供サービスの充

実を図ります。また、ホームページを活用し、広報・啓発に努めま

す。 

89 
ホームページ等 の

充実 

ホームページにおける音声読み上げ機能など情報バリアフリーに

配慮した情報の提供に努めます。 

90 

障害者のしおり、施

設パン フレッ ト 等

の充実 

障害者のしおり、施設パンフレット等を充実させることにより、福

祉サービスに関する情報を分かりやすく伝えるよう努めます。 
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主要課題（３）外出や移動の支援 

 

 

現状と課題 

 

障害のある人が社会のさまざまな分野に積極的に参加していくためには、

移動の自由を確保することが重要です。 

現在、市では、外出の支援について移動支援事業を実施しており、福祉

タクシー券の交付や福祉バスの貸し出しにより、行動範囲の拡大を図るた

めの支援を推進しています。 

今後も、障害のある人が気軽に外出できるよう、利用者の声をもとに、

外出や移動支援の充実に努めます。また、バリアフリーマップ等により市

内を移動するための情報提供にも努めます。 

番号 施 策 施策説明 

91 
移動 支 援 事 業 の 充

実 

障害のある人の社会生活上不可欠な外出及び余暇活動などの社会

参加のための外出支援を充実します。 

92 
生活 サポー ト 事 業

の充実 

障害のある人に対して、送迎サービスやレスパイトサービス等の生

活サポート事業の充実を図ります。 

93 
行動援護、同行援護

の充実 

自己判断能力が制限されている人や重度の視覚障害者が行動する

ときの必要な支援、外出支援を提供する行動援護、同行援護の充実

を図ります。 

94 
福 祉タクシ ー 等移

動手段の充実 

障害のある人の移動手段のために、福祉タクシー及びガソリン購入

費の助成制度の充実を図ります。 

95 
自動車免許取得費、

改造費の助成 
自動車運転免許取得費、改造費の助成制度の充実を図ります。 

96 
盲人ガイドヘルパ

ー事業の充実 

視覚障害者の社会参加を促進するため、盲人ガイドヘルパー事業の

充実を図ります。 

97 
全身性 障 害 者介護

人派遣事業の充実 

自立生活をめざす重度の全身性障害者に対し、外出援助等を行う全

身性障害者介護人派遣事業の充実を図ります。 

98 
福 祉 バ ス の貸し出

し 

障害者団体にバスを貸し出すことにより、障害のある人の社会参加

を促進します。 

99 
福 祉車両の貸し出

し 

障害のある人の社会参加を促進するため、福祉車両の貸し出しを行

います。 

100 
福 祉有償運送の 支

援 

生活サポート事業等に対する移送サービスを確保するため、入間東

福祉有償運送運営協議会を通じて、非営利法人が行う福祉有償運送

事業者を支援します。 

101 
バ リ ア フ リ ー マ ッ

プの作成 

障害のある人が安心して外出ができるように、障害者トイレの設置

場所、駐車場等施設のバリアフリーの現状を地域ごとにマップ化を

進めます。 
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基本目標６ 住みよい福祉のまちづくり 

 

 

主要課題（１）生活環境の整備 

 

 

現状と課題 

 

障害のある人が自由に外出し、活動していくためには、段差の解消や点

字ブロックの整備、歩道の整備等を行い、都市環境の中にあるさまざまな

「物理的バリア（障壁）」を取り除き、移動上や施設の利用上の利便性・

安全性を向上することが重要です。 

しかし、アンケート調査結果をみると、身体障害者の36％、難病患者の

21％が、道路や建物・駅に階段や段差が多く、外出の際に困っている状況

がうかがえます。また、身体障害者では「歩道が整備されていない」、「バ

スや電車の乗り降りが困難」、「障害者用トイレが少ない」、「障害者用

の駐車スペースが少ない」などの問題も20％前後となっています。 

今後は、社会のバリアフリー化を点から面へ広げ、考え方の一層の普及

に努めるとともに、この考えに基づいたまちづくりを積極的に推進してい

くことが課題です。また、単に現状の改善だけにとどまらず、計画の段階

から利用者の声を取り入れ、ユニバーサルデザイン化が進められるよう検

討していくことが課題です。 

 

番号 施 策 施策説明 

102 
公共建築物等 の 整

備 

既存の公共施設については、障害のある人が利用しやすいよう改善

に努めます。また、新たに公共施設を建築するときや、学校、病院、

ホテル、物販店、飲食店その他不特定多数の人が利用する建築物の

建設の際も「埼玉県福祉のまちづくり条例」によるバリアフリー化

を推進し、障害のある人の住みよい環境づくりに努めます。 

103 公園施設の整備 

障害のある人が安全で快適な公園の利用ができるよう、「埼玉県福

祉のまちづくり条例」に基づき、公園施設の整備を進めます。車い

す使用者用トイレ、スロープ、点字ブロック等の設置に努めます。 

104 歩道等の整備 
障害のある人が安全に通行や移動ができるよう、関係法令等に基づ

き、段差解消や点字ブロック、歩道等の整備充実を図ります。 

105 
ユニ バ ー サルデザ

インの推進 

すべての人が安全で快適に暮らせるよう、ユニバーサルデザインの

考え方を取り入れた基本方針の策定に向けて検討します。 

基本目標６ 住みよい福祉のまちづくり 
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番号 施 策 施策説明 

106 
路上放置物等 の撤

去指導強化 

安全な通行を確保するため、放置自転車の撤去及び啓発指導を行

い、障害のある人が利用しやすい交通環境の整備を進めます。 

107 
交通施 設 の 整備促

進 

障害のある人が安心して利用できる駅とするため、鉄道事業者に対

し要望します。また、障害のある人が安心して利用できるバスとす

るため、車両のバリアフリー化をバス事業者に協力要請します。 
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主要課題（２）防災・防犯対策の確立 

 

 

現状と課題 

 

障害のある人は、災害に対してさまざまな不安を抱えています。アンケ

ート調査結果では、ひとりでは避難できないことをはじめ、情報入手、避

難所での投薬、必要な設備環境などへの不安が多くあげられており、障害

の種別や程度に応じた適切な支援体制を準備する必要があります。 

現在、市では、地域及び市民の生命、身体及び財産を災害から保護する

ことを目的とした「川越市地域防災計画」を策定し、防災対策を推進して

います。今後は、いざというときに迅速な対応が行えるよう、災害時のマ

ニュアルづくりや体制づくりを更に検討していくことが課題です。 

特に、安否確認や避難の手助けのためには、障害のある人の所在を事前

に把握しておくことや、地域の自主防災組織と連携することは、安全と安

心の確保のための重要な要素となります。そのため、当事者のプライバシ

ーに配慮した上で、地域の理解と協力を高める意識啓発や避難訓練などの

具体的な取り組みを、日頃から積み重ねておくことが必要です。 

更に、避難後の専門的な対応のためには、市内施設や近隣医療機関等と

の協定により、できる限り十分な体制を確保しておくことが課題です。 

 

また、障害のある人が消費被害にあったり、事故や犯罪に巻き込まれる

ことも少なくありません。安心して地域生活が送れるよう、地域における

日頃の防犯体制の強化も課題です。 

 

番号 施 策 施策説明 

108 防災意識の啓発 

防災広報、防災訓練の機会を通じて、防災知識の普及・啓発に努め

ます。また、防災マップや各種パンフレットを作成して、防災意識

の啓発を図ります。 

109 防災計画の推進 
障害のある人に配慮した災害時の適切な支援ができるよう川越市

地域防災計画の推進を図ります。 

110 
自 主 防災組織の 育

成指導 

住民による自主的な防災活動を促進し、地域の災害対応力を高める

ため自主防災組織や防災に関するボランティアの育成を図り、障害

のある人の避難や救助、情報連絡体制の確立を図ります。自主防災

組織の組織率の向上を図ります。 

111 
緊急通報 シ ステム

の推進 

ひとり暮らしの重度身体障害者の緊急時における安全を確保する

ため、緊急通報システムの普及を推進します。 
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番号 施 策 施策説明 

112 
施 設 に お け る 防災

体制づくりの推進 

施設における防災対策の推進を図るとともに、施設が相互に支援で

きる体制づくりを推進します。 

113 
交通安全の呼びか

け 

不慮の事故による障害発生を防止するため、交通事故防止に関する

啓発を推進します。 

114 
地 域 に お け る 防犯

推進体制の整備 

防犯に配慮したまちづくりの研究に努めるとともに、自治会等の各

種団体を中心に「地域の安全は地域で守る」という意識にたち、防

犯推進体制の整備に努めます。 

115 
犯罪情報・防犯情報

の収集と提供 

警察等関係機関との緊密な連携のもと、犯罪情報や防犯に関する情

報を収集し、効果的な情報提供に努めます。 

116 

消費生活 ト ラブル

に 関 す る 相 談 の 充

実 

生活情報センターにおいて、契約に関わる被害の未然防止につなが

る情報提供の充実と消費生活相談を行い、日常生活における損害を

防ぎます。また、福祉相談窓口と生活情報センターの連携により、

消費生活トラブルの早期発見・早期対応に努めます。 

117 
災害時要 援 護 者 支

援制度の推進 

災害時に自力で避難をすることが困難な高齢者や障害のある人（災

害時要援護者）の情報を地域の支援者等（自治会、民生委員児童委

員）に提供し、災害時要援護者が必要な支援を受けられる体制を推

進します。 

118 
防災情 報メール配

信サービスの充実 

聴覚障害者や防災行政無線を聞き取りにくい方のために、より確実

に災害情報を提供できるようにするため、メール配信サービスを充

実します。 

119 福祉避難所の設置 
関係機関との連携を図り、障害のある人のための福祉避難所の設置

を推進します。 
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主要課題（３）相互援助活動の促進 

 

 

現状と課題 

 

福祉の向上は、制度の充実だけではなく、ボランティアやNPO活動をは

じめとした、地域における一人ひとりの意識と行動によりもたらされます。 

現在、市では、「地域福祉計画」を策定し、社会福祉協議会、民生委員

児童委員、ボランティア団体、町内会等と連携し、障害のある人や高齢者

の日常生活を身近に見守り、支えあうネットワークづくりを推進していま

す。また、社会福祉協議会では、ボランティアセンターを設置し、ボラン

ティアの普及啓発と確保を行うとともに、必要な人への紹介を行ってきま

した。 

これらの地域におけるさまざまな取り組みの成果から、障害のある人に

対する理解は徐々に進んではいますが、ノーマライゼーションの浸透状況

は決して十分とは言えません。 

今後も、社会福祉協議会や各種団体との連携を深め、さまざまな機会と

手段を利用して、障害のある人や障害についての認識や理解をより一層深

め、すべての人が共に支えあい、主体的に地域の活動へ参加できるよう、

住民参加による障害者福祉を進めていくことが課題です。 

 

番号 施 策 施策説明 

120 
地区別 福 祉 プ ラ ン

策定の支援 

平成23年度から５か年の間に22地区すべてにおいて、地区で抱え

る福祉課題を解決するための具体的な方法や目標を定める地区別

福祉プランを、地区社会福祉協議会が中心となり策定できるよう、

支援します。 

121 

地 域 福 祉エリ アミ

ーティング開催の

支援 

身近な地域において、地域住民、社会福祉法人、NPO 法人、民間

企業などの関係機関が一堂に会し、地域で抱える課題の把握、解決

策の検討、情報交換等が行えるよう、支援します。 

122 
地 域 福 祉 サポー ト

システムの構築 

地域で抱える課題のうち、地域の住民や組織だけでは解決困難な事

案について、市と社会福祉協議会が地域と協力して改善を図れるよ

う、地区、市、社会福祉協議会を結ぶしくみを構築します。 

123 

コミュニティソー

シャルワ ーカー の

育成 

生活課題を抱えた障害のある人等を支えるためのシステムは、活動

者の確保と併せ、活動において中心的な役割を担う人が必要です。

そこで、中心的な役割を担うリーダーやキーパーソンを育成するた

め、専門的な研修等の充実を図ります。 

124 

ボラ ンティア 活 動

普 及 推 進 事 業 の 充

実 

障害のある人を援助するボランティア組織の強化及び地域住民に

よる援助体制の確立を支援します。 

125 
ボラ ンティアセン

ターの充実 
ボランティアセンターにおける、ボランティア活動を支援します。 
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基本目標７ 福祉サービスの充実 

 

 

主要課題（１）自立生活支援の充実 

 

 

現状と課題 

 

障害のある人が地域で安心して自分らしく暮らせるようにするためには、

その介護にあたる家族の負担を軽減することも含め、一人ひとりの多様な

ニーズに応えられるサービスの量的、質的な充実を進める必要があります。 

「障害者自立支援法」の施行により、地域生活を支える各種サービスは、

従来のサービスの区分や内容が見直されてきました。しかし、費用負担の

在り方や、制度の谷間となってしまう人などの問題もあり、さまざまな要

望に必ずしも十分対応できているとは言えないのが現状です。 

このため、福祉サービスの制度は大きな見直しが予定されています。 

今後も、制度の移行に伴うニーズの変化に対応し、必要とする人が必要

とするサービスを十分に利用できるよう、各種サービスの質と量を適切に

確保していくことが課題です。また、大きな制度改正にあたっては、利用

者への情報提供や相談、新たなサービス利用支援計画づくりを適切に行う

ことが課題です。 

 

番号 施 策 施策説明 

126 
障 害 者手帳取得の

促進 

身体障害者手帳、知的障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳につい

て制度の周知を図り、手帳取得を促進します。特に、高次脳機能障

害、発達障害が精神障害者保健福祉手帳の対象となることについて

周知を図ります。 

127 各種手当等の充実 
障害のある人及び家族の経済的負担を軽減するため、国・県の動向

を勘案しながら、各種手当等の充実を図ります。 

128 
ホームヘルプ サ ー

ビスの充実 

家庭を訪問し障害のある人の日常生活を支え、本人や家族の負担を

軽減するため、ホームヘルプサービスの充実を図ります。 

93 
行動援護、同行援護

の充実（再掲） 

自己判断能力が制限されている人や重度の視覚障害者が行動する

ときの必要な支援、外出支援を提供する行動援護、同行援護の充実

を図ります。 

92 
生活 サポー ト 事 業

の充実（再掲） 

障害のある人に対して、送迎サービスやレスパイトサービス等の生

活サポート事業の充実を図ります。 

129 
巡回入浴サ ー ビ ス

の充実 

家庭での入浴が困難な在宅障害者に巡回入浴サービスの充実を図

ります。 

基本目標７ 福祉サービスの充実 
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番号 施 策 施策説明 

130 短期入所等の充実 

一時的に介護が困難な方のために、短期入所や日中一時支援を充実

します。また、障害児や重度重複障害者の受け入れ体制の確保に努

めます。 

131 
緊急一時保 護 の 充

実 

保護者又は家族の冠婚葬祭等により、緊急に保護を必要とする障害

者を川越市総合福祉センターにおいて保護する緊急一時保護の充

実を図ります。 

132 訪問看護の充実 
主治医が必要と認めた障害のある人に対し、看護師等が居宅を訪問

し、必要な診療の補助を行う訪問看護事業の充実を図ります。 

133 
訪問リハビ リテー

ションの充実 

主治医が必要と認めた障害のある人に対し、理学療法士、作業療法

士が居宅を訪問し、日常生活における身体機能の維持回復等を図る

ため、訪問リハビリテーションの充実を図ります。 

134 
日常生活 用具費支

給事業の充実 

重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具の購入

等に係る費用の支給を充実します。 

135 補装具費の支給 
身体障害者の機能障害を補い、日常生活能力の向上を図るため、補

装具の購入や修理に係る費用の支給を充実します。 

136 
福祉機器の展示・相

談の充実 

福祉施設等において福祉機器や介護用品を展示するとともに、障害

のある人や高齢者に対する情報提供や相談の充実に努めます。 

137 
重度重複障 害 者 対

策の検討 

重度重複障害者の人数は、年々増加傾向にあります。これらの障害

のある人の生活の維持・向上を図るため、その対策を検討します。 

138 
福 祉 施 設 の 連絡調

整会議の支援 

地域福祉を促進するため川越市障害者福祉施設連絡協議会を支援

します。 
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主要課題（２）日中活動の場の充実 

 

 

現状と課題 

 

障害のある人の地域での日中の生活を支える拠点として、通所サービス

は重要な役割を果たしてきました。アンケート調査結果をみても、市への

要望として「通所施設の整備」は身体、知的障害のある人から特に多くあ

げられています。 

今後も、障害のある人の自立を支援していく上で、生活の改善や身体機

能の維持向上を図る自立訓練サービス提供事業所、創作的活動や生産活動

の機会の提供など社会との交流を図るための地域活動支援センターなどの

日中活動の場を充実していくことが課題です。また、自立と社会経済活動

への参加のための就労支援事業所などの日中活動の場を充実していくこと

も課題です。 

  

番号 施 策 施策説明 

64 

川越市 総 合 福 祉セ

ンター の 充 実（再

掲） 

障害者福祉センター事業として、青年学級や創作レクリエーション

活動、スポーツの場の提供により、障害のある人の自立支援や生き

がいづくり、健康の維持増進等を推進します。 

139 
通所 サ ー ビ ス 等 の

充実 

生活介護、自立訓練、就労支援、児童デイサービス等の障害福祉サ

ービスを提供する事業所や地域活動支援センターなど日中におけ

る活動の場を充実します。 

140 
重度 加算制 度 の 充

実 

サービス事業者に対し、重度加算、重度重複加算等についての充実

を図ります。 

141 

み よ し の 授 産 学

園・職業センターの

充実 

一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識

及び能力の向上のための必要な訓練を行うとともに、公設の就労継

続支援事業所として、施設の整備充実を図ります。 

142 
民間福 祉 施 設 の 整

備 

障害がある人の生活の場や日中活動の場を確保し、障害福祉サービ

スを充実させるため、社会福祉法人が設置する施設等の整備費用の

一部を補助し、各種障害者施設等の整備を促進します。 
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主要課題（３）住まいの場の充実 

 

 

現状と課題 

 

住宅は地域での生活基盤そのものであることから、障害のある人の住ま

いの確保、バリアフリーに対応した暮らしやすい住まいの普及、障害のあ

る人が共同で生活を営むグループホームなど、さまざまなニーズに対応し

ていくことが求められています。 

また、障害の重度化や高齢化により、適切なケアを受けられる暮らしの

場として施設等を確保していくことも必要です。特に、当事者やその家族

の高齢化とともに、地域での暮らしの場の確保と自立生活を継続するため

の支援は、今後の重要な課題となります。 

障害のある人が安心して暮らせるよう、設備等に配慮された市営住宅、

民間住宅等の整備・供給を進めるとともに、グループホーム・ケアホーム

など住まいの場を確保することが課題です。 

 

番号 施 策 施策説明 

143 公営住宅の整備 
障害のある人に配慮した公営住宅の建設を進め、既存の公営住宅も

障害のある人が利用しやすいように整備を推進します。 

144 
住宅改造費助 成 の

充実 
居宅改善整備費補助制度及び各種貸付制度の利用促進に努めます。 

145 
グループホーム・ケ

アホーム等の充実 

グループホーム・ケアホーム等に対する運営への支援を充実すると

ともに、整備を促進します。また、市営住宅などをグループホーム

として活用することについて検討します。 

146 
障 害 者 支 援 施 設 の

整備 

障害者支援施設の整備充実を支援します。また、重度重複障害児・

者を対象とする入所施設等の整備について検討していきます。 

142 
民間福 祉 施 設 の 整

備（再掲） 

障害がある人の生活の場や日中活動の場を確保し、障害福祉サービ

スを充実させるため、社会福祉法人等が設置する施設等の整備費用

の一部を補助し、各種障害者施設等の整備を促進します。 
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主要課題（４） 

相談支援とコミュニケーション環境の充実 

 

 

現状と課題 

 

障害のある人が社会において安心して生活していくためには、障害のあ

る人や家族からの幅広い相談について、情報の提供、問題解決への助言や

調整を行う総合的な相談体制をつくることが重要です。また、自発的に支

援の希望を表出することができない人に対しては、ニーズを掘り起こし、

必要なサービスに結びつけるための支援も必要です。 

現在、市では、川越市障害者相談支援センター及び相談支援事業所（４

箇所）により、障害のある人やその家族の各種相談支援体制の充実を図っ

ているところです。 

今後は、障害のある人やその家族が抱えるさまざまな問題についての相

談や必要な情報提供を行う体制を整備し、いつでも安心して、気軽に利用

できる相談支援体制のしくみづくりを進めていくことが課題です。 

より総合的に生活を支援するためには、一人ひとりの生活ニーズに基づ

いたケア計画にそって、さまざまなサービスを一体的・総合的に提供でき

るよう、ケアマネジメント体制の構築を図っていくことが課題です。 

 

聴覚、音声・言語機能などの障害により意思疎通を図ることに支障のあ

る人の意思疎通を仲介するコミュニケーション支援事業を充実することが

課題です。 

 

番号 施 策 施策説明 

147 
福祉分野の一次相談

窓口の設置 

福祉課題を抱える市民が気軽に相談でき、適切な対応を提供でき

るよう、市の相談支援体制の整備を進めます。 

148 相談支援事業の充実 

障害者相談支援センター及び相談支援事業所により、障害のある

人が地域で安心して暮らしていけるよう、福祉サービスの利用援

助、社会資源の活用や社会生活を高めるための支援、ピアカウン

セリング等の総合的な支援の充実を図ります。また、さまざまな

ニーズ に対応 できる よ う相談 支援専 門員の 資質の向上に努 めま

す。 

149 
地域自立支援協議会

の充実 

地域自立支援協議会において、地域における相談支援事業を適切

に実施 してい くため の運営評価や困 難事例 へ の対応 につい て協

議・調整を行うとともに地域の関係機関によるネットワークの構

築を図ります。 
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番号 施 策 施策説明 

150 相談機能の充実 
地域の気軽な相談窓口として、民生児童委員、身体障害者相談員、

知的障害者相談員等による相談体制の充実を図ります。 

151 

発達障害児（者）の

地 域 支 援 体 制 の 整

備 

発達障害児（者）とその家族が豊かな地域生活を送れるように、ラ

イフステージに応じた総合的な支援を行えるようサポート手帳の

普及活用を促進するとともに発達障害者支援センターを含む、関係

機関とのネットワークの構築による支援体制の整備に努めます。 

152 

高次脳機 能 障 害 の

地 域 支 援 体 制 の 整

備 

高次脳機能障害により日常生活及び社会生活への適応に困難を生

じている人が、医療と福祉の一体的な支援が受けられるよう高次脳

機能障害支援センターを含む、関係機関とのネットワークの構築に

よる支援体制の整備に努めます。 

153 手話講習会の充実 

初心者や手話通訳養成等、それぞれのレベルに応じた多様なコース

を開催し、市民に対する手話や聴覚障害者に関する啓発、手話通訳

者の養成の充実を図ります。 

154 
登録手話通訳者 の

充実 

登録手話通訳者の認定試験受験者に対し、受験前のスキルアップ研

修や修了後のフォローアップ研修を実施し、登録手話通訳者の充実

に努めます。 

155 
手話通訳者派遣事

業の充実 

聴覚障害者の社会参加の支援及び生活の基盤を支えるための手話

通訳者派遣事業の充実に努めます。また、外出先での緊急事態に対

応できるよう電子媒体の活用を推進します。 

156 
専任手話通訳者 の

充実 

手話通訳の資格を有する職員を採用し、庁内のバリアフリーを推進

するとともに、聴覚障害者のコミュニケーションと生活支援の充実

を図ります。 

157 点訳講習会の充実 
点訳講習会を開催し、点訳奉仕員を養成し、視覚障害者のコミュニ

ケーション手段の確保と充実を図ります。 

158 
要約筆記講習会 の

充実 

要約筆記講習会を開催し、要約筆記奉仕員を養成します。また、中

途失聴者・難聴者のコミュニケーションの支援を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


